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1.1 メタルケーブル（銅線）時代の終焉
＜メタルケーブルの有姿除却＞

「営業利益は同０．１％増の１兆３１９５億円だった。メタルケーブルを現状のまま
除却処理する有姿除却で１２５０億円の損失が発生したものの、前年度にあっ
たディメンション・データなどの減損処理がなくなったこともあり、増益を維持し
た。」

3

「楽天が自前でやるなら別のパートナー考える＝ＮＴＴ社長」ロイター-2018/02/09
https://jp.reuters.com/article/ntt-rakuten-idJPKBN1FT0XM

法人税法基本通達（国税庁）
（有姿除却）

7－7－2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていな

い場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の
額に算入することができるものとする。（昭55年直法2－8「二十五」により追加）
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来
使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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第57回長期増分費用モデル研究会 参考資料3（NTT東西提出資料）6頁 2017.2.13
http://www.soumu.go.jp/main_content/000465024.pdf

1.2稼働率低下の状況
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情報通信審議会 電気通信事業政策部会接続政策委員会 NTT東西提出（資料2）
2018.01.31 http://www.soumu.go.jp/main_content/000530729.pdf



6「上限価格方式の運用に関する研究会」報告書参考資料 p.6
http://www.soumu.go.jp/main_content/000538369.pdf



・料金水準を規制する手法の一つ。
・行政が物価上昇率、生産性向上率、費用情報等に基づき上限価格をあらかじめ設定し、上限価格方式による料金規制の対象となるサービスを
提供する電気通信事業者は、その料金水準が上限価格以下であれば、自由に料金設定を可能とするもの。
・上限価格方式は、電気通信事業者が料金水準を上限価格以下に維持し、コストを低減できれば、その分だけ超過利潤を得られるということから
自主的な効率化努力の誘因・動機付けを与える、いわゆる「インセンティブ規制方式」の一つ。

上限価格方式とは

・電気通信市場への参入自由化後、地域通信分野（加入者回線設備を用いるもの）では、ＮＴＴによる実質独占的なサービス提供が行われており、

その料金は横ばいで推移。

・こうした状況に鑑み、市場メカニズムを通じた適正な料金の水準の形成が困難であることが想定されるサービス（指定電気通信役務）のうち、

利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス（特定電気通信役務）に対し、料金水準の上限（基準料金指数）を定めることにより、NTT東日本・

西日本に経営効率化努力のインセンティブを付与しつつ、市場メカニズムによる場合と同等の実質的な料金の低廉化を目的として、

平成12年（2000）10月から上限価格方式（プライスキャップ制度）を導入。

導入の経緯

・ＮＴＴ東日本・西日本が提供する音声伝送サービス（加入電話、ＩＳＤＮ、公衆電話）

・個別のサービスごとではなく、上限価格の対象役務種別のバスケットで基準料金指数を設定

プライスキャップ制度の対象サービス（特定電気通信役務）

種 別 対象サービス

音声伝送バスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（市内、県内市外通話料）、公衆電話（通話料）、番号案内料

加入者回線サブバスケット 加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金）

・ＮＴＴ東日本・西日本の実際の料金指数が、種別ごとに、基準料金指数を下回るものであれば、個々の料金は届出で設定が可能。

・基準料金指数を超える料金の設定については、総務大臣の認可が必要。

プライスキャップ制度の対象サービスの料金設
定

1.4 上限価格方式（プライスキャップ制度）について

「上限価格方式の運用に関する研究会」報告書参考資料 p.5
http://www.soumu.go.jp/main_content/000538369.pdf
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https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20170630_02_01.html



9https://www.ntt-west.co.jp/news/1706nmwx/hfxz170630a_1.html
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赤字が続く特定電気通信役務について、現行のプライスキャップ規制のもとでは
値上げも可能ではありながら、これを利用しないことについては、メタルIP電話へ
の移行（マイグレーション）を優先するからだとも解される。
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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 電話網移行円滑化委員会（2018.4.6）

NTT東西提出資料 資料28-3

1.5メタルIP電話への移行
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IP網移行後のマイラインの扱いに関する検討状況（マイライン協議会資料） 情報通信審議会 電気通信事

業政策部会 電話網移行円滑化委員会（第33回）（2017.6.7）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/denwa/02kiban02_04000313.html



2.光回線の状況
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“光コラボレーションモデル”～新たな価値創造への貢献～（2014年5月13日 NTT）
http://www.ntt.co.jp/ir/library/presentation/2014/140513_2.pdf

2.1光コラボの公表
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情報通信審議会電気通信事業政策部会「ＮＴＴ東日本・西日本における光回線の卸売サービスの
提供状況について」 資料42-2-1,2018.4.10

http://www.soumu.go.jp/main_content/000544871.pdf
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割戻（volume discount,bulk discount）
販売促進の一環として、一定期間中に所定の金額や数量を越えて取引を行う得意先に
対し、売上代金の一部を売掛金と相殺すること
量販店がその典型例
但し、光卸（光コラボ）では大口割引を否定

総務省「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業
法の適用に関するガイドライン」及び「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株
式会社に対する要請」の公表 平成27年2月27日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/snews/01kiban02_02000148.html

⇒割戻を行わないことによって、光卸では必然的に価格競争は生じにくいことになる。

⇒コスト低減の効果は卸料金全体の値下げという形で実現(cf.2018年4月の値下げ)

2.2大口割引を禁じた光卸
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ＮＴＴ東西における光回線の卸売サービスの提供状況について

情報通信審議会第34回電気通信事業政策部会 2015.12.17 資料34-2
http://www.soumu.go.jp/main_content/000390866.pdf
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電気通信事業法上問題となり得る行為

・特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について自己の関係事業者のみを対象とした割引
料金を設定することや、問合せ等に対して自己の関係事業者のサービスのみを紹介することなど、特定
の卸先事業者のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと。
※移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調的寡占の色彩が強い市場

であると指摘されていること等から、料金等の水準が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えら
れるため、移動通信事業者(MNO)が卸先事業者になる際、移動通信事業者に対する料金等が同一でな

い場合は不当な優先的取扱い等に該当するおそれが大きく、料金等が同一でない根拠について特に明
確かつ合理的な説明が求められる。

・特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に特定の卸先事業者に適用が限
定されることが明らかなような大口割引を行うこと。

・特定卸役務と併せて他の電気通信役務を提供する際に、双方の役務の料金を区分せずに設定し、又
は当該他の電気通信役務の提供を受ける者のみに当該特定卸役務を提供（いわゆるバンドル提供）す
ること。

・特定卸役務の料金について、競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコスト（＊）を下回る料
金を設定すること。

・特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、利用者に対する料金よりも高い料金を設
定すること。

＊サービス卸の料金が利用者単位で設定される場合の「適正なコスト」とは、一利用者当たりの接続料相
当額を基本とする額とする。

総務省「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務
に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン 」2015年2月
http://www.soumu.go.jp/main_content/000344818.pdf



19同上資料より転載
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「光コラボの契約数シェアではNTTドコモが41.2%で引き続き首位となり、シェ
アは4割を超えた。携帯電話の顧客基盤や店舗チャネルを活かし、スマートフォン
とのセット提案により顧客を増やしている。NTTドコモとソフトバンクを合せた
携帯2キャリアのシェアは7割弱まで拡大。大手ISP等を含めた上位10社のシェア
が約9割を占めるが、携帯2キャリア以外のシェアは減少傾向にある。光コラボ参
入事業者は2017年12月時点で600社を超え、まだ増加している状況にあるが、大
手通信事業者に会員が集中している状況が続いている。」

株式会社MM総研「ブロードバンド回線事業者の加入件数調査（2017年9月末時
点）」https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=273
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2.3光卸料金の値下げ

情報通信審議会 電気通信事業政策部会「NTT西日本の利用者料金と卸料金の関係について」
資料42-2-2,2018.4.10
http://www.soumu.go.jp/main_content/000544872.pdf
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総務省 電気通信市場検証会議 第8回（2018.05.25） 資料8-6(2)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denkitsushin_shijo/02kiban02_04000344.htm

2.4 FTTHの料金推移


